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(57)【要約】
本発明は、さまざまな気道陽圧療法の間に、使用者（12
）に届けられる加圧した空気に水を導入する、呼吸療法
装置（10）を提供する。呼吸療法装置は、持続気道陽圧
療法（CPAP）、二相式気道陽圧療法（BPAP）、自動気道
陽圧療法（autoPAP）、部分的気道陽圧療法（PPAP）、
および／または他の気道陽圧療法を含む、一つ以上の気
道陽圧療法を施すように、構成されうる。呼吸療法装置
は、加圧した空気を、吸入のために使用者に伝えるイン
ターフェース運搬路（74）を画定するユーザーインター
フェース（40）、および、通常はインターフェース運搬
路で加圧した空気に水を導入する加湿器（90）を含んで
もよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　吹出し口24を含み、前記吹出し口24で加圧した空気を提供するように構成される、
　気流発生器20と、
　　マスク60と支持帯44を含み、インターフェース運搬路74を画定する、
　ユーザーインターフェース40と、
　　水を前記インターフェース運搬路74に導入するように構成された、
　加湿器90と、
を含む、呼吸療法装置10。
【請求項２】
　近位取付位置134から遠位に伸びる、前記インターフェース運搬路74をさらに含む、請
求項1の呼吸療法装置10。
【請求項３】
　近位末端52、遠位末端54、および管腔56を画定する、インターフェースコンジット50で
あって、
　　前記インターフェースコンジット50の少なくとも一部は、使用者の頭部に固定でき、
前記インターフェース運搬路74は前記管腔56を含む、インターフェースコンジット50、
をさらに含む、請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項４】
　近位取付位置134の末端に前記管腔56を含む、前記インターフェース運搬路74をさらに
含む、請求項3の呼吸療法装置10。
【請求項５】
　前記マスク60は、マスク引込み口68と、シール76を含み、小室66の少なくとも一部を画
定し、
　前記インターフェース運搬路74は、前記マスク引込み口68から前記シール76への前記小
室66を含む、
ことをさらに含む、
請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項６】
　　水源92から前記加湿器口70に水を運搬するように構成された、
　水管98
をさらに含む、請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項７】
　　水管98の少なくとも一部分に水を運搬するように構成された、
　ポンプ96
をさらに含む、請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項８】
　前記加湿器90によって前記インターフェース運搬路74内に導入された前記水は、ほぼ気
相である、
ことをさらに含む、請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項９】
　前記加湿器90によって前記インターフェース運搬路74内に導入された前記水は、ほぼ液
相である、
ことをさらに含む、請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項１０】
　前記加湿器90によって前記インターフェース運搬路74内に導入された前記水は、液相と
気相の混合である、
ことをさらに含む、請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項１１】
　前記加湿器90によって前記インターフェース運搬路74内に導入された前記水は、ほぼ微
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小水滴の形をとる、
ことをさらに含む、請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項１２】
　前記加湿器90は、通常、呼吸サイクルのフェーズと同調して、前記インターフェース運
搬路74に水を導入する、
ことをさらに含む、請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項１３】
　前記加湿器90は、通常、呼吸サイクルの吸入フェーズと同調して、前記インターフェー
ス運搬路74に水を導入する、
ことをさらに含む、請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項１４】
　前記加湿器90は、測定した量の水を、前記インターフェース運搬路74に導入する、
ことをさらに含む、請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項１５】
　前記加湿器90が交換材料110を含み、
　　前記交換材料110は、前記インターフェース運搬路74を通過する前記加圧した空気中
に、前記交換材料110に導入された水が蒸発するように、前記インターフェース運搬路74
内に配置される、
ことをさらに含む、請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項１６】
　　前記交換材料110に水管98を通して水を供給する、
　ポンプ96
をさらに含む、請求項15の呼吸療法装置10。
【請求項１７】
　ノズル106をさらに含み、
　前記水は前記ノズル106を通って前記インターフェース運搬路74内に導入される、
請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項１８】
　　前記インターフェース運搬路74内に、前記ノズル106を通して前記水を導入する、
　ポンプ96
をさらに含む、請求項17の呼吸療法装置10。
【請求項１９】
　　前記インターフェース運搬路74内に水を導入するように構成される、
　キャピラリーポンプ94
をさらに含む、請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項２０】
　　前記インターフェース運搬路74内に水を導入するように構成される、
　変換器158
をさらに含む、請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項２１】
　　前記インターフェース運搬路74内への水の導入を調整するように構成される、
　フローバルブ168
をさらに含む、請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項２２】
　　前記ほぼ液相の水を、前記ほぼ気相の水に転化するように構成される、
　ヒーター154
をさらに含み、
　　　前記ほぼ気相の水は、前記インターフェース運搬路74内に導入される、
請求項1の呼吸療法装置10。
【請求項２３】
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　穴80と、
　前記穴80に適合される、通気バルブ84と、
をさらに含み、
　　　前記通気バルブ84は、少なくとも第一のバルブ位置86と第二のバルブ位置88内で配
置可能であり、
　　　少なくとも前記第一のバルブ位置86と前記第二のバルブ位置88内に配置された前記
通気バルブ84は、一つ以上の呼吸サイクルのフェーズとほぼ同調し、
　　　　前記加湿器90は、前記インターフェース運搬路74内に、一つ以上の呼吸サイクル
のフェーズとほぼ同調して、水を導入する、
請求項1の呼吸療法装置10。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　＜関連出願との相互参照＞
　この出願は、その開示が、それ全体として本明細書に参照によって組み込まれる、2006
年4月10日出願のU.S. Provisional Application Serial No. 60/790,671 の利益を35 U.S
.C. §119 (e) の下で請求する。2007年4月10日に出願した、Bordewick et al. による、
「気道陽圧療法の処置のための装置および方法」と題される同時係属中の出願は、本明細
書にその全体が参照によって組み込まれる。
【０００２】
　＜技術分野＞
　本発明は、陽圧呼吸療法に関し、より具体的には、陽圧呼吸療法のための加湿装置およ
び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　気道陽圧装置は、寝ている間の上気道閉塞（upper airway occlusion）を防ぐために、
通常、空気と他の呼吸可能な気体を含む加圧した空気を、鼻からの経路によって患者に送
る。加圧した空気は、使用者の鼻および／または口を覆って置かれるマスクによって、な
らびに、約4 cm から20 cm 水頭の間で変動する圧力で、通常は施される。気道陽圧装置
は、慢性的な睡眠時無呼吸症、慢性肺閉塞およびいびきの治療のために選択される装置と
なってきている。気道陽圧装置の多くのバリエーションが、現在市販されている。
【０００４】
　典型的な気道陽圧装置は、気流発生器、送達管およびマスクを含む。さまざまな形状で
、マスクは鼻、時には口を覆って取り付けられてもよく、鼻の下に取り付けられる鼻用ピ
ースを含んでもよく、鼻孔内への鼻孔挿入物、またはそれらの組み合わせを含んでもよい
。マスクは、マスクを使用者に固定するように構成された一つ以上のひもをしばしば含む
。
【０００５】
　使用者に送られる加圧した空気に水を供給することは、治療上の理由で、および使用者
の快適さにとっても有利となりうる。したがって、気道陽圧装置は、加湿器を含んでもよ
い。加湿器はしばしば、気流発生器に組み入れられる。いくつかの加湿器は、気流発生器
が、加圧された空気を気流発生器内の貯水部の上に吹き付けるように構成される。加圧さ
れ加湿された空気は、その後、送達管を通ってマスクに運搬される。通常は、気流発生器
内に大きな貯水部を設けるために、貯水部は大きな表面積を持たなければならない。さら
に、加湿され加圧された空気は、気流発生器から使用者に移るにつれ冷やされることがあ
り、これは、結果として送達管内で結露となる。送達管内での結露の蓄積は、流れの抵抗
を増加させ、極端には、加圧した空気の送達を妨げる。
【０００６】
　それゆえ、送達管内での水の結露を防止し、もしくは減少させる、気道陽圧装置に対す
る要求がある。
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【発明の開示】
【０００７】
　本発明にしたがった装置および方法は、上述した要求や欠点の多くを解決することがで
き、ならびに、本開示の再検討によって当業者により認識されうるさらなる改善や効果を
提供するであろう。
【０００８】
　本発明のさまざまな態様にしたがう装置は、呼吸療法装置として構成されうる。呼吸療
法装置は、吹出し口を有する気流発生器を含む。気流発生器は、一般的に吹出し口で加圧
された空気を供給するように構成される。呼吸療法装置は、さらにユーザーインターフェ
ースを含む。ユーザーインターフェースはマスクおよび支持帯を含み、ならびに、ユーザ
ーインターフェースは、インターフェース運搬路を画定する。呼吸療法装置は、また、イ
ンターフェース運搬路を通過する加圧した空気に水を導入するように構成された加湿器も
含む。
【０００９】
　本発明は、呼吸療法装置によって使用者に供給される加圧した空気に水を導入するため
の方法を含む。この方法は、加湿器、気流発生器、およびマスクの付いたインターフェー
ス、を提供する。ユーザーインターフェースは、気流発生器と流体連通しうるインターフ
ェース通路を画定する。この方法は、水をインターフェース運搬路に導入するように加湿
器を適合させることを含む。
【００１０】
　本発明の他の特徴および効果は、以降の詳細な説明および請求項から明らかとなるであ
ろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明は、睡眠時無呼吸症と他の呼吸障害や睡眠障害の治療のための、呼吸療法装置10
、および関連する方法を提供する。呼吸療法装置10は、典型的に、加圧した空気を、ベッ
ドに横になっている使用者に、離れた場所にある気流発生器20から伝えるように構成され
る。呼吸療法装置10は、気流発生器20、加湿器90、およびユーザーインターフェース40を
含んでもよい。ある態様では、呼吸療法装置10は、送達管30も含んでもよい。気流発生器
20は、典型的に、加圧した空気の供給源として提供される。送達管30は、存在する場合、
加圧した空気を気流発生器20からユーザーインターフェース40に伝えるように構成される
。ユーザーインターフェース40は、気流発生器20から使用者の気道に、加圧した空気を伝
えるように構成される。典型的に、使用者が眠っている時に陽圧療法が施されうるように
、ユーザーインターフェース40は使用者の頭部に対して固定されるよう構成される。加湿
器90は一般的に、ユーザーインターフェース40で使用者に送達される空気を加湿するよう
に構成される。ある態様では、加湿器90は、ユーザーインターフェース40で水を空気に伝
えてもよい。いくつかの態様では一般的に、加湿器90はユーザーインターフェース40の周
囲に配置されてもよい。
【００１２】
　図は概して、本発明の態様にしたがった呼吸療法装置10の例示的な実施形態を説明する
。具体的に説明された呼吸療法装置10の実施形態は、本発明のさまざまな態様の説明と理
解を容易にするために選択されている。これらの説明された実施形態は、対象の範囲を限
定することを意味せず、本明細書および付随する請求項で使用される言語の文脈の理解を
助けることを意味する。したがって、付随する請求項は、説明された実施形態とは異なる
、本発明の変形物を包含してもよい。
【００１３】
　本発明の態様にしたがった呼吸療法装置10は、一種以上の気道陽圧療法を使用者に提供
するように構成された、気流発生器20を含む。一種以上の気道陽圧療法は、本開示の再検
討において当業者に認識されるであろう、持続気道陽圧療法（CPAP）、二相式気道陽圧療
法（BPAP）、自動気道陽圧療法（autoPAP）、部分的気道陽圧療法（PPAP）、および／ま
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たは他の気道陽圧療法を含んでもよい。
【００１４】
　気流発生器20は、典型的に、加圧した空気を吹出し口24に送達するように適合された気
流発生器20を備え、吹出し口24を有する気流発生器ハウジング22を含む。吹出し口24に加
圧した空気を送達するために、気流発生器20は、本開示の再検討において当業者に認識さ
れるであろう、さまざまなモータ、ファン、ポンプ、タービン、ダクト、引入れ口、コン
ジット、運搬路、マフラー、および他の構成部品のうち一つ以上を含んでもよい。制御ユ
ニット26が呼吸療法装置10に含まれてもよい。
【００１５】
　制御ユニット26は、気流発生器20の一つ以上の構成部品を制御するように適合されても
よい。制御ユニット26は典型的に、気流発生器ハウジング22の内部、または上に配置され
るが、本開示の再検討において当業者に認識されるように、他の方法で、（離れた場所も
含んで）配置または設置されてもよい。制御ユニット26は、気流発生器20の一つ以上の構
成部品に、操作ができるように接続される。制御ユニット26は、一つ以上の回路を含んで
もよいし、および／または、コンピュータ読み出し可能メモリはもちろん、一種以上のマ
イクロプロセッサを含んでもよい。
【００１６】
　制御ユニット26は、一つ以上の制御信号を、気流発生器20のさまざまな構成部品、およ
び呼吸療法装置10の他の構成部品に出力するように構成されてもよい。制御ユニット26は
いくつかの態様で、一つ以上の信号を呼吸療法装置10の一つ以上の構成部品から受信する
ように適合されてもよい。制御ユニット26は、さまざまな構成部品への一つ以上の制御信
号出力をつくる時に、呼吸療法装置10の構成部品からの信号を処理したり、もしくは別の
方法で信号を利用したりしてもよい。制御ユニット26は、加湿器90を制御するよう特別に
適合されてもよく、ならびに、制御インターフェース28を通って入った情報に応じて加湿
器90を制御するように構成されてもよい。制御ユニット26は、呼吸療法装置10の他の構成
部品と同様に、一つ以上の通気バルブ84を制御するように、さらに適合されてもよい。
【００１７】
　一態様では、制御ユニット26は、制御インターフェース28からの命令を含む情報に応じ
て、気流発生器20を制御してもよい。制御インターフェース28は、一つ以上の、ボタン、
スイッチ、タッチスクリーン、または気流発生器20と関連構成部品を制御するための他の
操縦手段を含んでもよい。制御インターフェース28は、制御ユニット26へ、および制御ユ
ニット26からの情報を転送するために、制御ユニット26と通信してもよい。制御インター
フェース28の一部は、気流発生器ハウジング22に取り付けられてもよく、またそうでなけ
れば、本開示の再検討において当業者に認識されるように、装置10の構成部品に配置され
てもよいし、離して配置されてもよい。
【００１８】
　ユーザーインターフェース40は、使用者に固定され、且つ、加圧した空気を使用者の気
道に送るように、一般的に構成される。典型的に、ユーザーインターフェース40は、少な
くともマスク60、および、マスク60を使用者に固定するための一つ以上の支持帯44、を含
む。ユーザーインターフェース40は、使用者が吸入するために、加圧した空気がインター
フェース運搬路74を通って伝えられるよう、少なくともマスク60の小室を含むインターフ
ェース運搬路74を画定してもよい。ユーザーインターフェース40は、取付台48、およびさ
まざまな他の特色（ユーザーインターフェース40を使用者にきっちりと付け、使用者に対
するユーザーインターフェース40の適切な位置を維持するパッドなど）も含むことができ
る。
【００１９】
　マスク60は、気流発生器20によって発生した加圧した空気を、使用者の気道に伝えるよ
うに構成されてもよい。さまざまな態様では、マスク60は、吸入用の加圧した空気を伝達
するために、ほぼ密封された接続部を使用者に提供するように、使用者の鼻、使用者の口
、または使用者の鼻と口の両方のあたりに配置されてもよい。大気圧よりも高い圧力が密
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閉された接続部内に供給されてもよい。したがって、マスク60の一部は、シール76を提供
でき、使用者の皮膚に置かれた場合に一般的に快適である、柔らかいシリコンゴムまたは
他の同様の材料で作られてもよい。さまざまな態様では、マスク60は、使用者の鼻の下に
取り付けられる鼻用ピース、使用者の鼻孔に入れる鼻孔挿入物、またはそれらの組み合わ
せを含んでもよい。
【００２０】
　マスク60は、マスク外表面62およびマスク内表面64を画定しうる。いくつかの態様では
、マスク内表面64は小室66を画定しうる。他の態様では、使用者の顔の一部のあたりでほ
ぼ密封された場合、マスク内表面64は、小室66の少なくとも一部分を画定しうる。マスク
60は典型的に、一つ以上のマスク引入れ口68（これを通って加圧された空気が小室66に伝
えられうる）、および一つ以上のシール76（この周囲で加圧された空気が通常は使用者に
伝えられる）を含む。いくつかの態様では、加圧された空気は使用者によって小室66から
吸入されうる。いくつかの態様では、加圧された空気は、例えば、シール76に囲まれてい
る一つ以上の孔69を通って、使用者による吸入のために小室66を通り抜けられる。
【００２１】
　インターフェース運搬路74は、加圧した空気が使用者による吸入のためにインターフェ
ース運搬路74を通って伝えられるように、ユーザーインターフェース40によって画定され
る。インターフェース運搬路74は、マスク引込み口68からシール76への小室66を含む。イ
ンターフェース運搬路74は、一般的に使用者の頭部に固定され、これらを通して加圧した
空気がマスク引込み口68に伝えられるように、ユーザーインターフェース40に含まれる、
さまざまな管、コンジット、ダクト、チャネル、および他の構造物によって画定される、
通路138の少なくとも一部をさらに含みうる。いくつかの態様では、インターフェース運
搬路74は、近位取付位置134から少なくとも遠くに延長しうる。近位取付位置134は、最も
近い位置であり、そこにおいて、さまざまな管、コンジット、チャネル、およびユーザー
インターフェース40に含まれる他の構造物によって画定される通路138は、ほぼ一定の位
置で使用者の頭部に固定されうる。いくつかの態様では、支持帯44は、近位取付位置134
に提供されうる。さまざまな他の態様では、近位取付位置134は取付台48といくつかの支
持構造144にあり、次に、取付台48または支持帯44、それらの組み合わせに固定されるか
、あるいは、本開示が再検討される際に当業者に認識されるであろう、使用者の頭への他
の固定構造に固定される。いくつかの態様では、水の結露を防ぐために、断熱材が通路13
8に提供される。
【００２２】
　いくつかの態様では、ユーザーインターフェース40は、気流発生器20が使用者の頭部に
ほぼ固定されるように、気流発生器20を含む。気流発生器20は、インターフェース運搬路
74と連通し、加圧された空気を使用者が吸入するために運搬する。
【００２３】
　他の態様では、気流発生器20は、ユーザーインターフェース40から切り離される。そこ
で、送達管30が、加圧した空気を気流発生器20からユーザーインターフェース40に運搬す
るために、気流発生器20の吹出し口24に固定されてもよい。ある態様では、送達管30は延
長可撓性管として構成されてもよい。送達管30は、軽量プラスティックからなってよく、
ならびに、多くの場合、うねのある構成を持ってもよい。送達管30により画定される送達
管運搬路36は、送達管30の近位末端32と遠位末端34の間に伸びてもよい。送達管30の近位
末端32は、気流発生器20の引出し口24と流体連通する送達管運搬路36で気流発生器20に固
定されるように適合されてもよい。ユーザーインターフェース40は送達管運搬路36と流体
連通する送達管30の遠位末端34に固定されてもよい。したがって、気流発生器20からの加
圧した空気は、送達管30の送達管運搬路36に運搬され、ユーザーインターフェース40に届
けられる。送達管30の遠位末端34は、典型的にユーザーインターフェース40とコネクタ13
0で接続される。いくつかの態様では、コネクタ130は、ニップルなどの剛構造であってよ
い。いくつかの態様では、コネクタ130は、睡眠中の使用者による送達管30のねじれを防
ぐために、旋回してもよい。
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【００２４】
　ある態様では、ユーザーインターフェース40は、インターフェースコンジット50として
構成される通路138を含んでもよい。インターフェースコンジット50は、存在する場合、
インターフェースコンジット近位末端52、インターフェースコンジット遠位末端54、およ
び管腔56を画定しうる。インターフェースコンジット50は、例えば、うねのあるプラステ
ィックホース、プラスティックまたはゴムの管やパイプ、またはそれらの組み合わせであ
ってよい。ユーザーインターフェース40は、インターフェースコンジット50の少なくとも
一部が、使用者の頭部にほぼ固定されうるように構成される。送達管30を含む本発明の態
様では、送達管30の遠位末端34は、送達管運搬路36が管腔56と流体連通するように、イン
ターフェースコンジット近位末端52に接続してもよい。これは、加圧した空気を、送達管
運搬路36を介して、気流発生器20から管腔56に届けることを可能にする。ユーザーインタ
ーフェース40が気流発生器20を含む、本発明の態様では、インターフェースコンジット近
位末端52は、加圧した空気が気流発生器20から管腔56に伝わるように、気流発生器20の吹
出し口24に適合されてもよい。インターフェースコンジット遠位末端54は、加圧した空気
が管腔56からマスク60の小室66内に届けられるように、マスク60に適合させてもよい。し
たがって、インターフェース運搬路74は、マスク引込み口68、およびシール76への小室66
と同様に、インターフェース管の管腔56の少なくとも一部を含んでもよい。
【００２５】
　穴、ルーバー、溝、および他の開口を含む、一つ以上の穴80は、インターフェース運搬
路74の少なくとも一部分から、高CO2濃度である呼気を通常は取り除くために、特に使用
者により息が吐き出される間に、加圧した空気をインターフェース運搬路74から周囲の空
気に放出するように提供されうる。さまざまな態様では、一つ以上の穴80は、マスク60に
含まれてもよい。インターフェースコンジット50を含む態様では、一つ以上の穴80はイン
ターフェースコンジット50内に含まれてもよく、たいていはインターフェースコンジット
遠位末端54のすぐ近くにある。一つ以上の穴80は、一つ以上の穴80を通して加圧した空気
の放出を制御するために、少なくとも第一のバルブ位置86と第二のバルブ位置88の間に位
置を決められる一つ以上の通気バルブ84を含んでもよい。第一のバルブ位置86では、通気
バルブ84は、穴80を通る空気の流れが最小となるようにほぼ閉じてもよい。穴80を通る空
気の流れは、通気バルブ84が第二のバルブ位置88（この位置では、通気バルブ84はほぼ開
いてよい）にある時に最大となりうる。ある態様では、通気バルブ84は、MEMS技術に基づ
いてもよい。さまざまな態様では、通気バルブ84はバタフライバルブ、ゲート、フラップ
、または本開示の再検討の際に当業者によって認識されるような他のものであってよい。
【００２６】
　いくつかの態様では、一つ以上の通気バルブ84は、少なくとも、空気を保持する第一の
バルブ位置86と、使用者の呼吸サイクルと同時に発生する、加圧した空気と呼気を含む空
気を放出する第二のバルブ位置88の間を行ったり来たりするように適合されてもよい。例
えば、制御ユニット26は、使用者の呼吸を検出し、それから、使用者の呼吸サイクルと同
時に少なくとも第一のバルブ位置86と第二のバルブ位置88の間で、一つ以上の通気バルブ
84を調節するように、適合されてもよい。例えば、一つ以上の通気バルブ84は、使用者の
呼吸サイクルの吸入部分の間は第一のバルブ位置86に位置し、使用者の呼吸サイクルの吐
き出し部分の間は第二のバルブ位置88に位置してもよい。
【００２７】
　いくつかの態様では、インターフェースコンジット50は、使用者に関連する特定の位置
（例えば、通常は鼻孔でのみ使用者に並置されたマスク60を付けた使用者の顔から外れて
いる）を維持するように適合されてもよい。したがって、インターフェースコンジット50
は、この態様もしくは他の態様では、使用者に関連する特定の位置を維持するのに十分な
剛性を持つ剛体部分を含んでもよい。インターフェースコンジット50の剛体部分は、硬質
プラスティックおよび同様の材料から構成されてもよく、あるいは、さまざまなワイヤー
および本開示の再検討の際に当業者によって認識されるような他の剛構造要素、またはそ
れらの組み合わせを組み込んでもよい。また、さまざまな支持構造144が、インターフェ
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ースコンジット50の位置を維持するためにインターフェースコンジット50に固定されても
よい。この支持構造144はまた、マスク60の位置を使用者の鼻孔、鼻、および／または口
に対して調節できるように、本開示の再検討の際に当業者によって認識されるような、さ
まざまな調節機構を含んでもよい。
【００２８】
　支持帯44は、マスク60を使用者の頭部に固定するために、インターフェースコンジット
50の一部に取り付けられてもよく、次に、インターフェースコンジット50に固定された構
造に取り付けられてもよく、マスク60に取り付けられてもよいし、または、次に、マスク
60に固定された構造に取り付けられてもよい。支持帯44は、典型的に、使用者の頭部にイ
ンターフェースコンジット50を保持するために、より具体的には、通常は加圧した空気を
使用者の睡眠中に使用者に送るように適応されたマスク60を保持するために、十分な張力
をかけるように構成される、伸張性部材の形となっている。ある態様では、支持帯44は、
その表面領域上に力が快適に分散するように、平らなひもとして構成される。支持帯44は
、一つ以上の、伸縮性のあるしなやかな材料、ほぼ伸縮性のない材料、または、本開示の
再検討の際に当業者によって認識されるような他の材料から構成されてもよい。支持帯44
は、一体化して形成されてもよいし、もしくは、さまざまな機械的結合によって相互接続
されてもよい。支持帯44は、さまざまなバックル、スナップ、商標名Velcro(R) として販
売されているようなマジックテープ、または、支持帯44の相対的調節に関連する、および
／または相対的調節を可能にする、他の構成部品を組み込んでもよい。支持帯44のさまざ
まな態様は、とりわけインターフェースコンジット50とマスクの位置を合わせるために、
使用者によって調整可能であってもよい。これらの態様は、本開示の再検討により当業者
に認識されるであろう、長さ、相対位置、もしくはその他の態様を含んでもよい。
【００２９】
　いくつかの態様では、取付台48は、インターフェースコンジット50の一部を含むユーザ
ーインターフェース40の一部、および、一つ以上の支持帯44が取付台48に固定されうる、
一般に剛構造を提供する。これは、取付台48を通過し、取付台48から使用者の頭部へ遠位
に伸びる、インターフェースコンジット50の一部を固定しうる。いくつかの態様では、気
流発生器20は、一つの取付台48または複数の取付台48に、少なくとも部分的に固定されう
る。いくつかの態様では、支持構造144は、インターフェースコンジット50の一部を、使
用者の頭部に固定し、使用者の頭部に関連するインターフェースコンジット50の一部分の
位置を維持するために、含まれうる。支持構造144は、取付台48に固定されうる。
【００３０】
　加湿器90は、典型的に、加圧した空気を加湿するために、水を、インターフェース運搬
路74を通過させて加圧した空気に導入するように構成される。水は、液体の水、水蒸気、
および液体の水と水蒸気の組み合わせを含む。例えば、水蒸気、液体の水滴、ミスト、微
小水滴、霧、または液体の水と水蒸気のさまざまな組み合わせの形を取る水は、インター
フェース運搬路74を通過して加圧した空気に導入され、加圧した空気を加湿しうる。加圧
した空気は、治療、快適性、または、本開示の再検討の際に当業者によって認識されるよ
うな他の理由のために加湿されうる。いくつかの態様では、水は、加湿器が薬剤および他
の治療剤をインターフェース運搬路74を通して加圧した空気に導入することにより、噴霧
器として機能するように、薬剤および他の治療剤を含んでもよい。
【００３１】
　加湿器90は、水を溜めるための水源92を含む。いくつかの態様では、水源92は、気流発
生器ハウジング22内に設置されてもよい。他の態様では、水源92は、気流発生器ハウジン
グ22から離されてもよく、ならびに、例えばユーザーインターフェース40内に構成されて
もよい。水源92は、水源92から運ばれる水をインターフェース運搬路74内の加圧した空気
に、加湿器口70で導入するように位置している、少なくとも一つの加湿器口70と流体連通
する。加湿器口70は、インターフェースコンジット50の中、もしくはマスク60の中、もし
くはそれらの組み合わせを含む、インターフェース運搬路74に沿ったいかなる場所にあっ
てもよい。従って加湿器口70はインターフェース運搬路74に水を導入することができるよ
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うに構成される。いくつかの態様では、インターフェース運搬路74に沿ったさまざまなポ
イントで水を導入するための、複数の加湿器口70があってもよい。水源92は貯水器または
他の水源であってよい。ある態様では、水源92はユーザーインターフェース40に固定され
てもよい。いくつかの態様では、水源92はバッフル、吸収材料、またはスロッシングを妨
げる他の特徴を含んでもよい。水源92は、液体が水源92から加湿器口70に運搬されるよう
に、加湿器口70と、水管98によって流体連通してもよい。
【００３２】
　水管98を含むさまざまな構成部品を通る水流は、いくつかの態様において、少なくとも
いくつかの部分では重力で運ばれてもよい。さまざまな態様では、エネルギーを流体に伝
達するマイクロポンプおよび他の装置を含むポンプ96が、水管98または装置10の他の部分
を通して、水源92から加湿器口70に水を運搬するために使用されてもよい。水管98を通し
て水源92から水を運搬するために、毛細管効果が使用されてもよい。ポンプ96、または連
続するポンプ96は、インターフェース運搬路74を通行して加圧した空気に水を加湿器口70
で導入するために提供されてもよい。一つ以上のフローバルブ168が、加湿器口70で水を
インターフェース運搬路74に導入することを含む、加湿器90内の水の流れを調節するため
に配置されてもよい。フローバルブ168は、ニードルバルブ、バタフライバルブ、グロー
ブバルブ、または他のバルブとして構成されてもよい。水は、例えば、スプレーまたは水
蒸気、またはそれらの組み合わせとして導入されうる。したがって、噴霧器、オリフィス
、噴出口、蒸気発生器、を含むさまざまなノズル106とヒーター154、および同様の装置、
ならびにそれらの組み合わせが、加湿器口70で水を導入するために提供されうる。さまざ
まな態様では、ノズル106、ヒーター154、および同様の装置、ならびにそれらの組み合わ
せは、一般的に加湿器口70の近位に設置されうる。超音波、圧電セラミック、およびほか
の変換器を含む、変換器158が、例えば水蒸気、微小水滴、ミスト、またはそれらの組み
合わせを発生させるために、いくつかの態様で使用されうる。
【００３３】
　さまざまな態様は、一つ以上のキャピラリーポンプ94を含んでもよい。いくつかの態様
では、一つ以上のキャピラリーポンプ94が、ほぼ液相の水を、ほぼ気相の水に転化するた
めに熱を使用するように構成されてもよい。さまざまな態様で、キャピラリーポンプ94は
、ほぼミストの形態や、微小水滴の状態の水を発生させるように構成されてもよい。ヒー
ター154は、本開示の再検討の際に当業者によって認識されるように、ほぼ液相の水から
ほぼ気相の水への転化を促進するために、さまざまな方法で加湿器90内で使用されうる。
ヒーター154は、加湿器90内のさまざまな位置に提供されうる。ほぼ気相の水は、その後
、一つ以上の加湿器口70で、インターフェース運搬路74に導入されうる。
【００３４】
　いくつかの態様では、交換材料110が、加湿器口70でインターフェース運搬路74内に提
供されてもよい。交換材料110は、例えば、毛細管現象によって水を誘引することができ
、または水を表面上に移すためのさまざまな表面特性を持つことができる、網目状材料、
すだれ状材料、多孔性材料、分子ふるい、または他の材料として構成されてもよい。いく
つかの態様では、交換材料110は、加圧した空気を流すように構成されてもよい。水はそ
の後、水源92から、一つ以上の水管98を通って、交換材料110に運搬されうる。交換材料1
10はその後、一つ以上の水管98から水を収集し、加圧した空気が交換材料110を通過する
につれ、水は蒸発によって加圧した空気に導入されうる。さまざまな態様では、交換材料
110はインターフェース運搬路74の幾つかの部分を占めてもよく、ならびに水は、交換材
料110全体に複数の位置で分布しうる。いくつかの態様では、例えば、交換材料110の毛細
管現象を高めるため、または蒸発を増やすために、さまざまな添加剤が水に含まれてもよ
い。いくつかの態様では、蒸発を増やすために、交換材料110および／または水に熱が供
給されてもよい。
【００３５】
　いくつかの態様では、加湿器口70は穴80の遠位にあってもよく、一方ほかの態様では、
加湿器口70は穴80の近位にあってもよい。さまざまな態様では、水の導入は周期的であっ



(11) JP 2009-533147 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

てもよい。例えば、水の導入は、少なくとも使用者の呼吸サイクルのフェーズに同調しう
る。使用者の呼吸サイクルのフェーズは、吸入フェーズと吐き出しフェーズを、少なくと
も含みうる。例えば、水を使用者に届けるように、通常、呼吸サイクルの吸入フェーズ間
に、加湿器口70で加圧した空気に水が導入されうる。穴80を通って周囲の空気に水が解放
されるのを防ぐために、呼吸サイクルの吐き出しフェーズ間には、通常、水は導入されな
い。同調は、呼気の無駄な加湿を最小限にしつつ、吸気の加湿による、より高い加湿の効
果を提供しうる。さまざまな態様では、使用者に届く湿気を制御するために、測定された
水の量が、加湿器口70で加圧した空気に導入されうる。例えば、測定された体積の水が、
通常は呼吸サイクルの吸入フェーズの間に、加湿器口70で加圧した空気中に導入されても
よい。
【００３６】
　いくつかの態様では、水の導入は通気バルブ84の位置決定に同調してもよく、ならびに
、使用者の呼吸サイクルにも同調してもよい。例えば、使用者への送達のために水が保持
されるよう、一つ以上の通気バルブ84が第一のバルブ位置86に置かれる時に、加湿器口70
で加圧した空気に水が導入されてもよい。通気バルブ84が第二のバルブ位置88に置かれる
時には、水が開いた穴80を通って周囲の空気に解放されうるので、水は導入されない。さ
まざまな態様では、制御ユニット26は、制御可能なように一つ以上の通気バルブに接続さ
れうるし、ならびに、インターフェース運搬路74内への水の導入を制御するように構成さ
れうる。制御ユニット26は、インターフェース運搬路74内への水の導入を制御するため、
および、本開示の再検討において当業者により容易に認識されうる方法で、通気バルブ84
の位置を制御するために、使用者の呼吸サイクルのフェーズを検出するように構成されう
る。複数の通気バルブを持ついくつかの態様では、例えば、全ての通気バルブ84が第一の
バルブ位置84 に置かれるように、バルブは協調して位置されてもよい。複数の通気バル
ブを持つ他の態様では、例えばいくつかの通気バルブ84が第一のバルブ位置84に置かれ、
一方、複数の通気バルブ84の他の通気バルブ84が第二のバルブ位置86に置かれるように、
バルブは協調せずに位置されうる。さまざまな態様では、一つ以上の通気バルブは、第一
のバルブ位置84と第二のバルブ位置86とは別の位置に、位置することも可能である。
【００３７】
　呼吸療法装置10のいくつかの態様は、加湿器90に加えて、患者の要求を満たすために加
湿器90が導入する水の量を減らすことができる、温湿交換器を含んでもよい。温湿交換器
は典型的に、呼気から熱と水を収集し、使用者により続けて吸い込まれる気体を温め、加
湿するために、吸湿するように処理された（hygroscopically treated）材料を含む（HME
材料）。いくつかの態様では、HME材料は、穴80からの水の喪失を防ぐために、穴80の遠
位に位置されうる。例えば、HME材料はマスク60により画定される小室66の一部に置かれ
てもよい。
【００３８】
　運転においては、ユーザーインターフェース40が、使用者の頭部、および使用者の鼻お
よび／または口に対して配置されるマスク60に固定されうる。いくつかの態様では、送達
管30が、ユーザーインターフェース40と気流発生器20の吹出し口24に固定されてもよい。
その後、呼吸療法装置10が作動されうる。呼吸療法装置10は、呼吸治療を提供するために
、加湿、加圧された空気を使用者に届ける。
【００３９】
　図1Aは、概して、本発明にしたがった呼吸療法装置10を例示する。例示されるように、
呼吸療法装置10は、気流発生器20、送達管30、およびユーザーインターフェース40を含む
。この実施形態では、気流発生器20が、気流発生器ハウジング22内に構成される制御イン
ターフェース28を有する。この実施形態ではさらに、気流発生器20が加湿器90の一部を含
む。
【００４０】
　送達管30の近位末端32は、図1Aに示すように、気流発生器20の吹出し口24に取り付けら
れる。この実施形態では、水は気流発生器20内の水源92から運搬され、インターフェース
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運搬路74を通過しながら、水管98（送達管30内に位置しうる）を通って加湿器口70で加圧
された空気に導入されうる。送達管30の断面図が図1Cに示される。これは、送達管運搬路
36内の水管98を示す。この実施形態では、水管98は、水源92から、ユーザーインターフェ
ース40でインターフェース運搬路74内の加湿器口70に、水を運搬するように適合される。
それから、図1Dに示すように、水はノズル106を通ってインターフェース運搬路74内に導
入される。他の実施形態では、水管98は送達管30の外にあってもよく、例えばいくつかの
スナップ、クリップ、予め成型されたフックまたはクリップによって、送達管30に固定さ
れてもよい。
【００４１】
　この実施形態では、ユーザーインターフェース40内の通路138が、インターフェースコ
ンジット50によって画定される。コネクタ130の図解では、送達管30の遠位末端34は、イ
ンターフェースコンジット近位末端52に接続される。インターフェースコンジット50は、
ユーザーインターフェース40の一部を形成するために、支持構造144に固定され、次に、
支持構造144は取付台48に固定される。近位取付位置134の末端のインターフェースコンジ
ット50の一部分は、通常は使用者の頭部に固定され、ならびに、使用者の頭部に対する特
定の位置に、通常は固定されうる。例示されるように、インターフェースコンジット50は
、インターフェースコンジット50が使用者の顔に触れていなくても、マスク60が使用者の
鼻孔で密封されるように、取付台48から一端が出され、曲げられている。ユーザーインタ
ーフェース40は、ユーザーインターフェース40を使用者の頭部に固定するために使用され
うる支持帯44を含む。図1Aでは、インターフェースコンジット遠位末端54がマスク60に取
り付けられるように例示される。マスク60は、使用者の鼻孔で密封され、ほぼ鼻孔の近く
で使用者の顔にほぼ触れるように、構成される。
【００４２】
　図1Bは、使用者の頭部に固定されたインターフェース40を含む、呼吸療法装置10の一部
分の斜視図を示す。水源92を含む加湿器90の態様も、図1Bに示される。この実施形態では
、インターフェース40内の通路138は、インターフェースコンジット50によって画定され
る。この図では、インターフェースコンジット50は、使用者の近くまで延長し、
インターフェースコンジット近位末端52は、送達管30の遠位末端34に、コネクタ130によ
り取り付けられる。インターフェースコンジット遠位末端54は、マスク60に結合される。
示されるように、マスク60は、シール76で使用者の鼻孔を密封するように構成される。イ
ンターフェースコンジット50は、通常、近位取付位置134の末端の支持構造144により特定
の位置に保持される。示されるように、近位取付位置134は取付台近位末端47に近く、こ
こでインターフェースコンジット50が取付台48に固定される。インターフェースコンジッ
ト50は、インターフェースコンジット50が使用者の顔からほぼ離れてしっかりと保持され
るような方法で、取付台48から一端が出される。この実施形態では、マスク60の一部だけ
が、ほぼ鼻孔あたりで使用者の顔に接触する。したがって、近位取付位置134の末端を延
長している、インターフェースコンジット50の少なくとも一部は、ユーザーインターフェ
ース40と一体となっており、インターフェース運搬路74の一部を画定する。穴80はまた、
通常は呼気を除去しうるインターフェースコンジット遠位末端54に通常向かって、インタ
ーフェースコンジット50内に設けられる。支持帯44は、ユーザーインターフェース40を使
用者の頭部に固定するために、取付台48に取り付けられる。この実施形態では、水源92は
、加湿器90に水の供給源を提供するために、取付台48に取り付けられる。この図に描写さ
れるように、インターフェース運搬路74は、インターフェースコンジット50の管腔56およ
びマスク60の小室66を含むように、インターフェ－スコンジット近位末端52で始まり、使
用者の鼻孔とマスク60の接触点で終わる。
【００４３】
　図1Bの実施形態では、水源92を含む加湿器90の一部は取付台48に固定される。この実施
形態では、水はその後、水源92から水管98を通って加湿器口70に運搬されうる。この具体
的な実施形態では、加湿器口70は近位取付位置134に隣接し、且つ、加湿器口70は穴80に
隣接する。水は、インターフェース運搬路74を通過する加圧した空気に、加湿器口70で、
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導入される。他の実施形態では、加湿器口は、マスク60の内部や、インターフェースコン
ジット50に沿った任意の場所など、近位取付位置134から離れてもよい。
【００４４】
　図2は、加湿器90を含む呼吸療法装置10の一部分の実施形態を示す。この実施形態では
、通路138は、マスク60に固定されたユーザーインターフェース40の一部によって画定さ
れる。この実施形態では、通路138を画定するユーザーインターフェース40の一部は、通
路138が使用者の頭部に対して通常一定の位置にあるように、使用者の頭部に固定される
よう、通常は構成されうる。例示されるように、加圧した空気を吸入用に使用者に届ける
ため、マスク60は使用者の鼻孔を密封するように構成される。加圧した空気は、ユーザー
インターフェース40の一部分により画定される通路138を含む、インターフェース運搬路7
4を通過し、マスク引入口69を通って、小室66に入り、そしてシール76により囲まれる開
口69を通って、使用者の鼻孔に出る。この図および後に続く図における矢印は、加圧した
空気の流れ、または水の流れを通常示しうる。この実施形態では、過剰な加圧した空気を
解放するための穴80は、通路138内でマスク60のほぼ近くに配置される。この実施形態で
は、穴80は、インターフェースコンジット50の円周上に連続する穴として構成される。イ
ンターフェースコンジット遠位末端54および小室66のほぼ近くのインターフェース運搬路
74の部分もまた示される。
【００４５】
　図2に示されるように、水は、水源92からキャピラリーポンプ94へ、水管98によって届
けられる。水源92は、呼吸療法装置10に関して、任意の都合のよい位置に配置されてよい
。例示されたこの実施形態では、液体の水を水源92から水管98を通してキャピラリーポン
プ94へ汲み上げるために、一つ以上のポンプ96が提供される。示されるように、キャピラ
リーポンプ94は、インターフェースコンジット50の管腔56を通過する加圧した空気に、通
常は蒸気として、導入点で水を導入し、導入点はそれに応じて構成される。その後水は、
インターフェース運搬路74に沿って、インターフェースコンジット50の残り部分を通り、
マスク60を通り、気流発生器20から運搬された加圧した空気と共に、吸入点で使用者の鼻
孔内に運搬されうる。この実施形態では、導入点で導入された水が使用者の鼻孔に入りや
すくなるようにし、穴80を通って逃げにくくなるように、導入点は穴80から離れている。
【００４６】
　図3は、加湿器90を含む呼吸療法装置10の一部分の、他の実施形態を例示する。この実
施形態では、送達管30の遠位末端34は、通常マスク引込み口68を形成するコネクタ130で
、マスク60に固定される。この実施形態では、送達管でのよれやねじれを避けるために、
マスク60を含むインターフェース40が、使用者に対してほぼ一定の位置に維持されるよう
にしつつ、コネクタは送達管を旋回させてもよい。示されるように、使用者が鼻や口を通
して加圧した空気を吸えるように、マスク60は使用者の鼻と口付近に固定されるように構
成される。マスク60は、使用者の顔に接触するための、マスク60の周縁部の周りのシール
76を含む。この実施形態では、支持帯44は、使用者の顔にマスク60をほぼ密封して固定す
るように、マスク60に取り付けられる。この実施形態では、マスク60は、使用者が息を吐
き出す間に加圧した空気を解放するためにマスク60の周囲に配置される、連続する穴とし
て構成される穴80を含む。加圧した空気は送達管運搬路36に沿って、コネクタ130の近位
末端でユーザーインターフェース40を通過し、マスク引込み口68を通って、使用者により
加圧した空気が呼吸されうる小室66に入る。この実施形態では、小室66は、マスク60の内
表面により部分的に画定され、マスク60が使用者の顔に密封して固定される時、使用者の
顔により部分的に画定される。この実施形態では、インターフェース運搬路74は、マスク
引込み口68から小室66を通って延長してもよい。
【００４７】
　図3に示されるように、水は、水源92から水管98を通ってキャピラリーポンプ94まで、
ポンプ96によって運搬されてもよい。この実施形態では、キャピラリーポンプ94はマスク
60の加湿器口70の近くに配置される。キャピラリーポンプ94は、水が加圧した空気と混合
され、使用者によって吸入されうるインターフェース運搬路74内に、水を導入する。この
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実施形態では、第二の加湿器口70は、液体の水を、微小水滴および／または水蒸気（これ
らは後にインターフェース運搬路74内に導入されうる）に転化する変換器158を含む。
【００４８】
　図4A、4B、4Cは、ユーザーインターフェースに組み込まれたインターフェースコンジッ
トにより画定される、通路138の一部を例示する。インターフェースコンジット50の例示
された部分は、加湿器口70に通常配置される、交換材料110を含む。この実施形態では、
加湿器90は、水を水源92から交換材料110上に導入する。交換材料110は、インターフェー
スコンジット50の管腔56内に配置され、図4Bの断面図に示されるように、水を交換材料11
0から蒸発させるため、加圧した空気がインターフェース運搬路74に沿って交換材料を通
過しうるように構成される。代替実施形態では、図4Cに示されるように、交換材料110は
、管腔56の円周上に置かれてもよい。示されるように、水は、通常蒸発によって、交換材
料110から加圧した空気に導入されうる。これらの実施形態では、水を交換材料110上に導
入するために、いくつかの水管98が加湿器口70でインターフェースコンジット50の円周に
通常配置される。交換材料110は、毛細管現象によって水を収集しうる。さまざまな実施
形態では、水管98は、円周方向と同様に、インターフェースコンジット50に沿って縦方向
にも、通常配置されうる。
【００４９】
　図5Aと図5Bに例示された実施形態は、通常取付台48でユーザーインターフェース40に取
り付けられた気流発生器20を含む。複数の支持帯44は、気流発生器20を含むユーザーイン
ターフェース40を使用者の頭部に固定するために提供される。この実施形態では、気流発
生器ハウジング22からマスク60に伸びる通路138は、インターフェースコンジット50によ
って画定され、使用者の頭部に対して一定の位置に通常維持される。インターフェースコ
ンジット50は、気流発生器ハウジング22から伸び、使用者の顔に触れず、且つ、顔を含む
使用者の頭部に対して通常一定の位置で、使用者の顔の上を通るように曲がるように示さ
れる。インターフェースコンジット遠位末端54は、例示されるように、マスク60に固定さ
れる。この実施形態では、インターフェース運搬路は、通路138、マスク引込み口68、お
よびマスク60の小室66を含む。穴80は、示されるように、インターフェースコンジット50
内のインターフェース運搬路74に沿って含まれる。この実施形態では、マスク60は、使用
者による呼吸用の加圧した空気を届けるために、使用者の鼻孔の周囲で密閉されうる。
【００５０】
　図5Aと5Bに例示される実施形態では、加湿器90の一部が、気流発生器ハウジング22内に
設置される。こうした加湿器90の一部は、水源92および、水を運搬するための一つ以上の
ポンプ96を含んでもよい。通路138は、この実施形態ではインターフェースコンジット50
として構成される。水管98は、インターフェース運搬路74に水を導入するため、インター
フェースコンジット50により画定される管腔56内で、気流発生器20から遠位に延長する。
示されるように、水管遠位末端104は管腔56内で穴80の遠位に配置される。この実施形態
では、水は、気流発生器ハウジング22内の水管98内に導入され、管腔56の一部を通って水
管98によって運搬され、さらに、水管遠位末端104から管腔56を通過する加圧した空気内
に、加圧した空気を加湿するために導入されうる。水管遠位末端104は、加湿器口70を画
定し、例示されるようにスプレーによって、または、本開示の再検討の際に当業者によっ
て理解されるような他のさまざまな方法で、水を導入するために、ノズル106として構成
されうる。加湿、加圧された空気は、その後、マスク60を通過し、使用者の気道に入る。
さまざまな実施形態では、水管98は、水をインターフェース運搬路74に沿った任意の位置
で、インターフェース運搬路74に導入するように構成されうる。
【００５１】
　図6A、6B、6Cは、穴80に配置される通気バルブ84、加湿器口70の近位にあるポンプ96、
通常は加湿器90、気流発生器20、および制御インターフェース28と連通する、制御ユニッ
ト26を例示する。連通は、ワイヤによってもよく、Bluetooth(R) などのワイヤレスでも
よく、または他のワイヤレスプロトコル、またはそれらの組み合わせであってもよい。こ
の実施形態では、加湿器口70は、穴80から離れたインターフェースコンジット50内にある
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。例示されるように、制御ユニット26は、バルブの閉鎖とポンプ96による水の波動の導入
を吸入に同調させるため、および、バルブの開放を吐き出しに同調させるため、少なくと
も吸入と吐き出しを検出する。他の実施形態では、制御ユニット26は、呼吸サイクルの他
の特性を検出することができ、バルブ84を呼吸サイクルのさまざまな部分に同調させるこ
とができる。制御ユニット26は、通常は本開示の再検討の際に当業者によって認識されう
るさまざまな方法で、ユーザーインターフェース28からの入力を受信することができ、な
らびに、気流発生器20を制御することも、加湿器90を制御することもできる。
【００５２】
　図6Bに例示されるように、吸入の間、加圧した空気は、インターフェースコンジット遠
位末端54の方向に通常通過する。通気バルブ84は、例示されるように、吸入の間第一のバ
ルブ位置86に配置され、ノズル106から噴出する水の波動は、制御ユニット26によって導
かれるように、ポンプ96によりインターフェース運搬路74を通る加圧した空気に導入され
る。加湿、加圧した空気は、その後、使用者の吸入のためインターフェース運搬路74を通
る。
【００５３】
　吐き出しの間は、図6Cに例示されるように、使用者の呼気の少なくとも一部が、インタ
ーフェースコンジット50の管腔56内に入ってもよい。制御ユニット26は、加圧した空気と
一緒に呼気が穴80を通って出て行くことができるように、吐き出しの間、第二のバルブ位
置88に通気バルブ84を配置する。吐き出しの間は、水が穴80から周囲の大気に運び出され
るかもしれないので、水は導入されない。
【００５４】
　図7A、7B、7C、7Dは加湿器90の一部分の実施形態を例示する。図7Aに例示される実施形
態は、ノズル106を含む加湿器口70を通ってインターフェース運搬路74内に水を導入する
ように構成される、ポンプ96を例示する。図7Bに例示される実施形態では、水は、インタ
ーフェース運搬路74に導入される前にヒーター154によって温められうる。この実施形態
では、加湿器口70は、オリフィスとして構成される複数のノズル106を含む。水は変換器1
58を通過し、加湿器口70を通って導入される。水管98を流れる水は、図7Dに例示される実
施形態では、重力で運ばれうる。この実施形態では、ノズル106を通過するインターフェ
ース運搬路内への水の導入は、フローバルブ168によって調整されうる。
【００５５】
　本発明は、呼吸療法装置10によって提供される加圧した空気に導入する方法も提供する
。この方法は、加圧した空気を発生させるための気流発生器20、および、使用者が吸入す
るための加圧した空気を届けるためのマスク60を含むユーザーインターフェース40、を含
む呼吸療法装置10を提供することも含む。マスク60は、小室66の少なくとも一部を画定す
る。マスク60は、マスク引込み口68と、シール76を含む。この方法は、使用者の吸入のた
めのユーザーインターフェース40により画定されるインターフェース運搬路74を通して、
加圧した空気を伝えることを含んでもよい。インターフェース運搬路74は、小室66を含む
。インターフェース運搬路74は、通常は使用者の頭部に固定され、そこを通って加圧した
空気がマスク引込み口68に伝えられうるように、ユーザーインターフェース40に含まれる
、さまざまな管、コンジット、ダクト、チャネル、および他の構造物により画定される通
路138の少なくとも一部をさらに含む。この方法は、加湿器90を提供すること、ならびに
、インターフェース運搬路74を通る加圧した水に水を導入するように、加湿器90を構成す
ることも含んでもよい。この方法は、インターフェース運搬路74に水を導入することをさ
らに含む。
【００５６】
　いくつかの方法はまた、気流発生器20から、ユーザーインターフェース40により画定さ
れるインターフェース運搬路74に、加圧した空気を運搬するための送達管30を提供するこ
とも含む。いくつかの態様では、水は、インターフェース運搬路74に沿った複数の加湿器
口70で導入されうる。いくつかの態様では、この方法は水源92を提供することを含む。あ
る態様では、方法は、水源92から加湿器口70に水を届けるための一つ以上のポンプ96を提
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供することも含む。ある態様では、方法は、一つ以上のキャピラリーポンプ94を提供する
ことを含む。さまざまな態様は、インターフェース運搬路74に水を導入するための一つ以
上のポンプ96を含む。さまざまな態様は、インターフェース運搬路74に水を導入するため
の一つ以上の変換器158を提供することを含む。さまざまな態様は、インターフェース運
搬路74への水の導入で使用するための、一つ以上のヒーター154を提供することを含む。
さまざまな態様は、インターフェース運搬路74への水の導入を調節するための一つ以上の
フローバルブ168を提供することを含む。さまざまな態様は、インターフェース運搬路74
へ水を導入するための一つ以上のキャピラリーポンプ94を提供することを含む。いくつか
の態様では、方法は交換材料110を提供することを含んでもよく、交換材料110はインター
フェース運搬路74に通常は配置される。さらに方法は、水を交換材料110に与えること、
蒸発させること、および／または、その他の方法で交換材料110からインターフェース運
搬路74を通過する加圧した空気に水を導入することを含んでもよい。いくつかの態様では
、方法はノズル106を提供することを含んでもよく、インターフェース運搬路74を通過す
る加圧した空気にノズル106を通して水を導入することを含んでもよい。さまざまな態様
では、方法は、インターフェース運搬路74を通過する加圧した空気に、ほぼ気相、ほぼ液
相、または液相と気相の組み合わせの水を導入することを含んでもよい。
【００５７】
　ある態様は、一つ以上の穴をインターフェース運搬路に提供することを含んでもよく、
一つ以上の穴80の遠位に、一つ以上の穴80の近位に、または一つ以上の穴80の遠位および
近位の両方に、水を導入することを含んでもよい。いくつかの態様は、一つ以上の通気バ
ルブ84を提供することをさらに含んでもよく、第一のバルブ位置86と第二のバルブ位置88
の間で一つ以上の通気バルブ84を変えるために、制御ユニット26によって、一つ以上の通
気バルブ84を制御することをさらに含んでもよい。制御ユニット26は、使用者の吸入と使
用者の吐き出しを検出するように、ならびに、第一のバルブ位置86と第二のバルブ位置88
の間で、使用者の吸入と使用者の吐き出しにほぼ同調して、一つ以上の通気バルブ84を変
えるように、構成されてもよい。制御ユニット26は、使用者の吸入の間に、インターフェ
ース運搬路74に水を導入するように構成されてもよい。
【００５８】
　前述の説明は、単に、本発明の例示の実施形態を開示し、説明するに過ぎない。明細書
の再検討において、当業者は、そのような説明、および付随する図面と請求項から、請求
項で画定される発明の本質および範囲から離れることなくなされうる、さまざまな変更、
変形、変化を、容易に認識するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
　全ての図は、本発明の基本的な手引きの例示を容易にするためだけに図解される。すな
わち、実施形態を形成するための部分の数、位置、関係、および寸法に関連する図の拡大
は、以下の説明が読まれ、理解された後に、明らかとなるか、もしくは当分野の技術範囲
内となる。さらに、特有の力、重量、強さ、流れ、および同様の要求に適合するための正
確な寸法および寸法の比率も同様に、以下の説明が読まれ、理解された後に、当分野の技
術範囲内となるだろう。
【００６０】
　図面のさまざまな図で使用される場合、同じ数字は同じまたは同様の部分を表す。さら
に、「上」、「下」、「右」、「左」、「前」、「後ろ」、「第一」、「第二」、「内側
」、「外側」、という語および同様の語が使用される場合、これらの語は、図面内に示さ
れる構造のみを参照すると理解されるべきであり、例示された実施形態を説明することを
容易にするためだけに利用されると理解されるべきである。同様に、「近位の」、「遠位
の」という語、および同様の位置関係の語が使用される場合、これらの語は、それらが一
般的に本発明にしたがった装置内での空気の流れと一致するように、図面に示される構造
を参照すると理解されるべきである。
【図１Ａ】本発明の態様にしたがった気道陽圧装置の、例示的な実施形態の斜視図を示す
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【図１Ｂ】本発明の態様にしたがったユーザーインターフェースの、例示的な実施形態の
斜視図を示す。
【図１Ｃ】本発明の態様にしたがった気道陽圧装置の、例示的な実施形態の一部分の断面
図を示す。
【図１Ｄ】本発明の態様にしたがったユーザーインターフェースの一部分の、例示的な実
施形態の斜視図を示す。
【図２】本発明の態様にしたがった気道陽圧装置の、例示的な実施形態の概略図を示す。
【図３】本発明の態様にしたがった気道陽圧装置の、例示的な実施形態の他の概略図を示
す。
【図４Ａ】本発明の態様にしたがったユーザーインターフェースの一部分の、例示的な実
施形態の側面図を示す。
【図４Ｂ】本発明の態様にしたがったユーザーインターフェースの一部分の、例示的な実
施形態の端面図を示す。
【図４Ｃ】本発明の態様にしたがったユーザーインターフェースの一部分の、他の例示的
な実施形態の端面図を示す。
【図５Ａ】本発明の態様にしたがった気道陽圧装置の、例示的な実施形態の側面図を示す
。
【図５Ｂ】本発明の態様にしたがったユーザーインターフェースの一部分の、他の例示的
な実施形態の側面断面図を示す。
【図６Ａ】本発明の態様にしたがった制御構成の例示的な実施形態の概略図である。
【図６Ｂ】本発明の態様にしたがったユーザーインターフェースの一部分の、他の例示的
な実施形態の側面図を示す。
【図６Ｃ】本発明の態様にしたがったユーザーインターフェースの一部分の、他の例示的
な実施形態の側面図を示す。
【図７Ａ】発明の態様にしたがった加湿器の一部分の、例示的な実施形態の断面図を示す
。
【図７Ｂ】発明の態様にしたがった加湿器の一部分の、第二の例示的な実施形態の断面図
を示す。
【図７Ｃ】発明の態様にしたがった加湿器の一部分の、第三の例示的な実施形態の断面図
を示す。
【図７Ｄ】発明の態様にしたがった加湿器の一部分の、第四の例示的な実施形態の断面図
を示す。
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